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一
八
四
八
年
改
正
オ
ラ
ン
ダ
王
国
憲
法
と
日
本
の
皇
統
論

大
　
川
　
　
真

は
じ
め
に

　

旧
皇
室
典
範
の
成
立
（
一
八
八
九
年
）
に
際
し
て
は
、
ロ
ー
レ
ン

ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン
や
ヘ
ル
マ
ン
・
ロ
エ
ス
レ
ル
ら
の
意
見

書
、
講
義
の
他
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
憲
法
に
お
け
る
王
位
継
承

規
定
が
参
照
さ
れ
た
こ
と
が
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る）

1
（

。
シ
ュ
タ
イ
ン

ら
が
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
法
制
史
研
究
に
お
い
て
緻
密
な
研
究

が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
憲
法
に
お
け
る
王
位
継
承

規
定
が
ど
の
よ
う
に
受
容
・
理
解
さ
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
実
は

そ
れ
ほ
ど
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
。
本
稿
で
は
一
八
四
八
年
改
正
オ

ラ
ン
ダ
王
国
憲
法
の
王
位
継
承
条
文
が
ど
の
よ
う
に
当
時
の
日
本
語

で
訳
出
さ
れ
た
の
か
を
詳
述
し
た
い
。
オ
ラ
ン
ダ
王
国
憲
法
に
な
ぜ

着
目
す
る
の
か
。
第
一
に
、
オ
ラ
ン
ダ
憲
法
の
訳
出
は
神
田
孝
平）

2
（

に

よ
っ
て
一
八
六
八
年
に
『
和
蘭
政
典
』
と
し
て
刊
行
し
て
お
り
、
同

書
は
一
八
七
五
年
の
井
上
毅
に
よ
る
プ
ロ
イ
セ
ン
、
ベ
ル
ギ
ー
両
国

憲
法
の
訳
出
（『
王
国
建
国
法
』）
に
先
駆
け
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
の

逐
条
日
本
語
訳
で
あ
る）

（
（

。
オ
ラ
ン
ダ
王
国
憲
法
は
草
創
期
の
典
憲
制

定
作
業
に
お
い
て
重
要
な
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
浅
井
清
『
元

老
院
の
憲
法
編
纂
顚
末
』（
巌
松
堂
書
店
、
一
九
四
六
年
）
の
「
日
本
国

憲
按
全
準
拠
書
目
」・「
国
憲
草
按
引
証
」
を
見
れ
ば
、
多
く
の
条

文
で
オ
ラ
ン
ダ
王
国
憲
法
が
参
照
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
よ
く
分
か

る
。
第
二
に
、
旧
皇
室
典
範
成
立
前
で
は
、
元
老
院
起
草
の
国
憲
按

（
第
一
、
三
次
按
）、
宮
内
省
制
度
取
調
局
起
草
の
皇
室
制
規
に
お
い
て
、
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男
系
男
子
継
承
主
義
を
基
調
に
し
な
が
ら
も
、
女
性
天
皇
、
女
系
天

皇
の
即
位
も
容
認
し
て
お
り）

4
（

、
こ
の
点
、
同
様
に
準
サ
リ
カ
法
を
王

位
継
承
の
ル
ー
ル
と
し
た
オ
ラ
ン
ダ
王
国
憲
法
の
影
響
も
考
え
ら
れ

る
。
も
ち
ろ
ん
女
性
天
皇
の
即
位
容
認
に
関
し
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
だ

け
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
王
位
継
承

規
定
も
影
響
を
与
え
て
い
る）

5
（

。
し
か
し
準
サ
リ
カ
法
の
継
承
規
定
が

い
ち
早
く
紹
介
さ
れ
た
の
は
オ
ラ
ン
ダ
王
国
憲
法
に
よ
る
。
以
上
の

理
由
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
王
国
憲
法
に
注
目
す
る
が
、
一
八
八
九
年
の
皇

室
典
範
成
立
へ
と
結
ば
れ
る
道
程
で
注
意
し
た
い
の
は
、
井
上
毅
を

中
心
に
女
帝
否
認
の
流
れ
と
男
系
男
子
継
承
主
義
が
確
立
し
て
い
く

際
に
、
皇
室
の
伝
統
的
な
一
夫
一
妻
多
妾
制
（
滋
賀
秀
三
の
言
葉
）
を

追
認
し
、
庶
出
の
皇
子
へ
の
継
承
も
成
文
化
し
て
い
っ
た
こ
と
で
あ

る）
（
（

。
こ
の
事
実
に
私
た
ち
は
よ
ほ
ど
注
意
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
に
お
け
る
王
位
継
承
法
を
一
つ
の
参
照

軸
と
し
て
皇
位
継
承
の
ル
ー
ル
化
を
考
え
た
際
に
、「
庶
出）

7
（

」
で
の

相
続
を
表
だ
っ
て
認
め
る
こ
と
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
王
族
・
貴
族
社

会
で
は
お
よ
そ
想
像
で
き
な
く）

（
（

、
ま
た
そ
も
そ
も
「
庶
出
」
は
私
生

子
規
定
に
解
消
さ
れ
て
い
く
可
能
性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る）

（
（

。
男
系
、

女
系
な
ど
の
語
の
成
立
と
と
も
に
、
嫡
庶
出
規
定
に
も
拘
っ
て
検
討

し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
以
下
、
一
八
四
八
年
改
正
オ
ラ
ン
ダ
王

国
憲
法
の
王
位
継
承
条
文）

10
（

と
そ
の
訳
出
を
検
討
し
て
い
く
。

一
、
王
位
継
承
規
定
に
お
け
る
「
正
統
」

　

オ
ラ
ン
ダ
王
国
は
、
初
代
国
王
で
オ
ラ
ニ
エ
＝
ナ
ッ
サ
ウ
家
の
ウ

ィ
レ
ム
1
世
（
在
位
一
八
一
三
〜
一
八
四
〇
）
の
嫡
出
の
子
孫
が
王
位
を

継
承
す
る
こ
と
が
一
八
一
四
年
憲
法
で
定
め
ら
れ
、
一
九
八
三
年
ま

で
の
憲
法
改
正
ま
で
は
準
サ
リ
カ
法
で
の
継
承
、
す
な
わ
ち
男
系
男

子
の
継
承
者
が
優
先
さ
れ
、
そ
れ
が
全
て
絶
え
た
場
合
に
は
、
女
子
、

女
系
の
子
孫
が
継
承
さ
れ
る
と
い
う
条
規
に
基
づ
い
て
い
た）

11
（

。

　

一
八
四
八
年
憲
法
で
は
王
位
継
承
規
定
が
第
一
一
条
か
ら
始
め
ら

れ
る
が
、
そ
の
条
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

11,�D
e�K

roon�der�N
ederlanden�is�en�blijft�opgedragen�

aan�Zijne�M
ajesteit�W

illem
�Fredeik�Prins�van�O

ranje-
N

assau,�om
�door�H

em
�en�Zijne�w

ettige�nakom
elingen�

te�w
orden�bezeten�erfelijk,�overeenkom

stig�de�
navolgende�bepalingen.

（
オ
ラ
ン
ダ
の
王
位
は
、
オ
ラ
ニ
エ=

ナ
ッ
サ
ウ
公
ウ
ィ
レ
ム
・
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
陛
下
に
付
与
さ
れ
、
以
下
の
諸

条
項
に
従
い
、
陛
下
お
よ
び
陛
下
の
嫡
出
の
子
孫
が
世
襲
す
る
。）

　

こ
の
条
文
で
注
目
し
た
い
の
は
「w

ettige�nakom
elingen

」
と

い
う
表
記
で
あ
る
。
合
法
的
な
子
孫
の
意
味
で
あ
り
、「
嫡
出
の
子

孫
」
と
訳
す
の
が
通
常
で
あ
る）

12
（

。
同
条
文
を
神
田
孝
平
『
和
蘭
政

典）
1（
（

』（
以
下
、『
政
典
』
と
略
記
）
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
訳
出
し
て
い
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る
。

第
十
一
条　

和
蘭
王
の
位
は
現
在
オ
ラ
ニ
イ
・
ナ
ス
サ
ウ
公
非フ

レ

得デ
リ

理ツ
キ

陛
下
に
属
す
べ
し
。
陛
下
死
去
の
後
は
次
の
定
法
に
従
ひ

陛
下
の
正
統
子
孫
に
伝
ふ
べ
し
。（
四
丁
表
・
傍
線
は
大
川
、
以
下

同
）

　

す
な
わ
ち
神
田
は
「w

ettige�nakom
elingen

」
を
「
正
統
子

孫
」
と
訳
し
て
お
り
、「
嫡
出
」、
あ
る
い
は
「
嫡
流
」
と
い
う
語
を

使
用
し
て
い
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
一
八
四
八
年
改
正
オ
ラ
ン

ダ
王
国
憲
法
を
邦
訳
し
た
も
の
に
『
政
典
』
の
ほ
か
に
は
、
稲
田
佐

兵
衛
ら
を
出
版
者
と
し
て
一
八
七
七
年
三
月
に
刊
行
さ
れ
た
元
老

院
編
『
欧
洲
各
国
憲
法
』（
以
下
、『
欧
洲
憲
法
』
と
略
記
）
が
あ
る）

14
（

。
訳

者
は
田
中
耕
造
（
大
書
記
生
）、
校
訂
者
は
河
津
祐
之
（
権
大
書
記
官
）

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ラ
フ
ェ
リ
エ
ー
ル
（Laferriere,�Edouard�Louis�

Julien

）
編
纂
、
バ
ト
ビ
ー
（Batbie,�A

nselm
e�Polycarpe

）
校
訂
の

著
作�Les constitutions d’E
urope et d’A

m
eriq

）
15
（ue

（『
欧
米
憲
法

集
』、
一
八
六
九
年
刊
行
）
を
和
訳
し
た
も
の
で
あ
る）

1（
（

。
す
な
わ
ち
オ
ラ

ン
ダ
語
か
ら
の
直
訳
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
経
由
し
た
重
訳
と

な
っ
て
い
る
。『
欧
洲
憲
法
』
は
明
治
典
憲
体
制
の
成
立
の
際
に
重

要
な
刊
行
著
作
物
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
試
み
に
同
条
の
訳
出
を
見

て
み
た
い
。

第
十
一
条　

荷
蘭
国
王
ノ
位
ハ
「
オ
ラ
ン
ジ
ュ
、
ナ
ッ
ソ
ー
」

公
殿
下
ニ
属
ス
。
及
ビ
左
条
ノ
条
規
ニ
準
シ
、
維
廉
正
統
ノ
裔

ニ
世
伝
ス
。（
六
頁
）

　
「w

ettige�nakom
elingen

」
は
「
正
統
ノ
裔
」
と
訳
さ
れ
、
こ

こ
で
も
「
嫡
出
」「
嫡
流
」
が
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
注
目
さ

れ
る
。
こ
こ
で
形
容
詞
「w

ettig

」
が
当
時
ど
の
よ
う
に
訳
さ
れ
た

の
か
を
当
時
の
蘭
学
者
た
ち
が
一
般
的
に
使
用
し
て
い
た
『
和
蘭
字

彙）
17
（

』（H
.�D

oeff�

著
、
桂
川
甫
周
校
訂
、
一
八
五
五
年
刊
）
で
確
認
し
て
み

る
と
、「w

ettig�m
aken�

本
筋
ノ
モ
ノ
ニ
ス
ル
」
と
あ
る
よ
う
に

「
本
筋
」
と
い
う
訳
出
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
「w

ettig,�hetgeen�in�
de�w

et�is�

掟
ノ
内
ニ
ア
ル
」
と
い
う
用
例
で
は�w

ettig�

を
合
法
性

の
意
味
で
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち�w

ettig�

は
、
合
法
的
な
意
味
で
の
「
本
筋
」
と
い
う
訳
語
で
理
解
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
こ
に
は�w

ettig�

の
訳
語
と
し
て
後
に
定
着
す
る
「
正

統
」、
ま
た
よ
り
相
応
し
い
訳
語
で
あ
る
「
嫡
出
」（
嫡
流
）
も
見
当

た
ら
な
い
。
訳
語
の
「
正
統
」
が
、
オ
ラ
ン
ダ
語�w

ettig

（
名
詞

形w
ettigheid

）、
さ
ら
に
ラ
フ
ァ
リ
エ
ー
ル
編
纂
・
バ
ト
ビ
ー
校
訂

『
欧
米
憲
法
集
』
で
見
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ス
語
訳
「legitim

es

」（
ド
イ

ツ
語
で
は�legitim

）
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
発
端
を
、
神
田
か
ら
と
考

え
て
良
い
だ
ろ
う
。
皇
統
論
の
核
を
な
し
、
多
義
的
な
内
容
を
含
む

従
来
の
「
正
統
」（
シ
ョ
ウ
ト
ウ
）
概
念
と
、
嫡
出
を
第
一
義
と
す
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
流
の
「
正
統
」（
セ
イ
ト
ウ
）
と
は
内
容
に
ズ
レ
が
あ
る

の
で
あ
る
が
、
訳
語
と
し
て
「
嫡
出
」（
嫡
流
）
で
は
な
く
、「
正
統
」

が
選
択
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
は
典
憲
体
制
の
成
立
史
に
と
っ
て
看
過
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で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
ほ
ど
詳
述
し
た
い
。

　

続
く
一
二
条
で
は
嫡
出
規
定
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

12,�D
e�w

ettige�nakom
elingen�van�den�regerenden�

K
oning,�zijn�de�kinderen�reeds�geboren,�of�die�nog�

m
ogten�geboren�w

orden,�uit�zijn�tegenw
oordig�

huw
elijk�m

et�H
are�M

ajesteit�F
rederika�Louisa�

W
ilhelm

ina�Prinses�van�Pruissen;�en�voorts�in�het�
algem

een�alle�afstam
m

elingen,�w
elke�geboren�zullen�

w
orden�uit�een�huw

elijk�door�den�K
oning,�m

et�
gem

een�overleg�der�Staten-Generaal�aangegaan,�of�
toegestem

d.

（
現
在
の
王
の
嫡
出
の
子
孫
と
は
、
現
在
の
王
妃
で
プ
ロ

イ
セ
ン
王
国
王
女
フ
レ
デ
リ
カ
・
ル
イ
ー
ザ
・
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ミ
ナ
妃
殿
下

と
の
婚
姻
に
よ
っ
て
す
で
に
生
ま
れ
た
、
も
し
く
は
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な

い
子
供
た
ち
で
あ
る
。
ま
た
一
般
的
に
結
婚
か
ら
生
ま
れ
る
す
べ
て
の
子

孫
と
は
、
国
会
の
合
意
を
経
て
国
王
が
契
約
も
し
く
は
承
認
し
た
結
婚
に

よ
っ
て
生
ま
れ
た
国
王
の
子
孫
で
あ
る
。）

　

王
位
継
承
の
正
統
な
資
格
は
、
王
妃
フ
レ
デ
リ
カ
・
ル
イ
ー
ザ
・

ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ミ
ナ
か
ら
生
ま
れ
た
子
や
そ
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
。
ま

た
国
王
と
王
妃
の
結
婚
は
、
国
会
の
合
意
を
経
る
必
要
が
あ
る
こ
と

を
述
べ
た
条
文
で
あ
る
。
こ
の
条
文
に
対
す
る
『
政
典
』
と
『
欧
洲

憲
法
』
の
訳
文
を
見
て
み
よ
う
。

　
『
和
蘭
政
典
』

第
十
二
条　

今
王
の
正
統
は
現
在
正
妃
普
魯
生
国
国
王
女
フ

レ
デ
レ
ッ
カ
ロ
イ
サ
・
ヰ
ル
ヘ
ル
シ
ナ
の
既
に
生
み
、
或
は
後

来
生
ま
る
ゝ
諸
王
子
、
其
他
は
国
会
承
知
の
上
に
て
国
王
の
娶

り
た
ま
へ
る
王
妃
の
生
む
処
の
諸
王
子
に
限
る
べ
し
。（
四
丁
表

〜
裏
）

　

元
老
院
編
『
欧
洲
各
国
憲
法
』

第
十
二
条　

現
今
統
御
ス
ル
国
王
正
統
ノ
裔
ト
ハ
、
普
魯
士
ノ

公
主
「
フ
レ
デ
リ
ク
、
ル
ユ
イ
ズ
、
ウ
ィ
ル
エ
ル
ミ
ス
」
皇
后

ト
今
王
ノ
婚
姻
ニ
ヨ
リ
降
誕
シ
、
又
ハ
降
誕
ス
ヘ
キ
王
子
、
及

ヒ
国

ヱ
ダ
ト

会ゼ
テ
ロト

共
議
シ
テ
今
王
ノ
契
約
シ
又
ハ
承
認
シ
タ
ル
婚
姻
ニ

ヨ
リ
テ
生
産
シ
タ
ル
苗
裔
ヲ
謂
フ
。（
六
頁
）

　

一
一
条
と
同
じ
よ
う
に�w

ettig�

を
「
正
統
」
と
訳
出
し
て
い

る
が
、
注
目
す
べ
き
は
『
政
典
』
で
は
「
正
妃
」
と
「
王
妃
」
と

の
表
記
を
別
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
後
段
で
は
「en�

voorts�in�het�algem
een

」（
ま
た
一
般
的
に
は
）
の
訳
語
と
し
て
「
其

他
は
」
が
挿
入
さ
れ
た
結
果
、
庶
出
の
子
も
国
会
の
合
意
が
あ
れ
ば

王
子
と
し
て
認
め
る
と
い
う
理
解
も
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た

『
欧
洲
憲
法
』
で
も
「en�voorts�in�het�algem

een

」
の
訳
語
と

し
て
「
及
ビ
」
が
挿
入
さ
れ
た
こ
と
で
、
全
文
が
「
正
統
ノ
裔
」
の

説
明
と
な
り
、「
正
統
ノ
裔
」
は
、「
フ
レ
デ
リ
ク
、
ル
ユ
イ
ズ
、
ウ

ィ
ル
エ
ル
ミ
ス
」
皇
后
か
ら
産
ま
れ
た
（
産
ま
れ
る
）
王
子
と
、「
国

ヱ
ダ
ト

会ゼ
テ
ロト

共
議
シ
テ
今
王
ノ
契
約
シ
又
ハ
承
認
シ
タ
ル
婚
姻
」
に
よ
っ
て
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産
ま
れ
た
（
産
ま
れ
る
）「
苗
裔
」
と
が
い
る
と
い
う
理
解
も
可
能
で

あ
る
。
結
果
と
し
て
、『
政
典
』
と
同
様
に
、
後
段
が
王
妃
以
外
の

庶
出
も
国
会
の
合
意
を
得
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
誤
解
を
読
者
に
与

え
か
ね
な
い
書
き
方
と
な
っ
て
い
る
。

　

両
書
に
お
い
て
こ
う
し
た
訳
出
が
行
わ
れ
た
背
景
や
理
由
に
つ
い

て
、
語
学
能
力
の
不
備
と
い
う
技
術
的
な
問
題
や
、
王
位
継
承
規
定

に
お
け
る
嫡
出
限
定
規
定
や
婚
姻
の
国
会
承
認
の
必
要
性
を
十
分
に

理
解
し
得
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
の
ほ
か
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の

王
位
継
承
を
あ
る
程
度
理
解
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本

の
皇
統
は
庶
出
継
承
も
数
多
く
見
ら
れ
、
ま
た
明
治
天
皇
も
庶
出
で

あ
っ
た
こ
と
を
慮
り
、
嫡
出
限
定
主
義
を
は
っ
き
り
と
は
理
解
で
き

な
い
よ
う
に
曖
昧
な
書
き
方
を
し
た
確
信
犯
的
な
可
能
性
も
あ
り
得

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
八
四
八
年
改
正
オ
ラ
ン
ダ
王
国
憲
法
に
お

け
る
嫡
出
継
承
条
文
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
庶
出
も
認
め
ら
れ
る
よ

う
な
曖
昧
な
解
釈
で
邦
訳
さ
れ
た
の
あ
る
が
、
以
降
の
諸
国
憲
法
の

訳
出
に
お
い
て
、
オ
ラ
ン
ダ
語�w

ettigheid

、
フ
ラ
ン
ス
語�legiti-�

m
ite

、
ド
イ
ツ
語�lgitim

itat�

の
日
本
語
訳
に
「
正
統
」
が
主
と
し

て
使
用
さ
れ
て
い
く
契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
強
調
し
て
お
き
た
い
。

二
、
皇
位
継
承
規
定
に
お
け
る
「
男
系
」

　

さ
て
皇
室
典
範
で
の
基
本
原
理
で
あ
る
男
系
主
義
で
あ
る
が
、
そ

も
そ
も
前
近
代
で
は
「
男
系
」
な
る
語
は
管
見
の
範
囲
で
見
た
こ
と

が
無
く
、『
政
典
』、『
欧
洲
憲
法
』
の
ど
ち
ら
に
も
見
当
た
ら
な
い
。

男
系
男
子
の
継
承
を
原
則
と
し
つ
つ
、
そ
れ
が
途
絶
え
た
場
合
に
、

国
王
の
年
長
の
女
子
に
継
承
し
、
女
系
よ
り
男
系
、
女
子
よ
り
男
子
、

年
少
よ
り
年
長
が
優
先
す
る
こ
と
を
定
め
た
一
八
四
八
年
改
正
オ
ラ

ン
ダ
王
国
憲
法
一
七
条
を
見
て
み
よ
う
。

17,�Zoo�er�geene�m
annelijke�nedergaande�lijn�uit�den�

laatsten�K
oning�bestaat,�erft�de�oudste�nedergaande�

vrouw
elijke�lijn,�des�dat�de�m

annelijke�tak�voor�de�
vrouw

elijke�tak,�en�de�oudste�voor�de�jongere,�en�
in�iedere�tak�m

annen�voor�vrouw
en,�en�ouder�voor�

jonger�den�voorrang�hebben.

（
前
王
が
男
系
の
子
孫
を
残
さ
な

か
っ
た
場
合
に
は
、
王
位
は
、
最
も
年
長
で
あ
る
女
子
の
子
孫
に
継
承
さ

れ
る
。
男
系
は
女
系
に
優
先
し
、
年
長
者
の
子
孫
は
年
少
者
の
子
孫
に
優

先
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
系
で
は
、
男
子
は
女
子
に
優
先
し
、
年
長
者
は
年
少

者
に
優
先
す
る
。）

��“m
annelijke�nedergaande�lijn”�

は
「
男
系
の
子
孫
」、“neder-

gaande�vrouw
elijke�lijn”�

は
「
女
系
の
子
孫
」、“m

annelijke�
tak”�

は
「
男
系
」、“vrouw

elijke�tak”�

は
「
女
系
」
を
そ
れ
ぞ

れ
意
味
す
る
。
こ
れ
ら
の
箇
所
の
訳
出
に
注
意
し
つ
つ
、『
政
典
』、

『
欧
洲
憲
法
』
の
訳
出
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

　
『
和
蘭
政
典
』

日本思想史学54-論文 大川真氏【再校】　　［出力］ 2022年9月28日　午後1時41分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



日本思想史学54〈2022〉　122

第
十
七
条　

前
王
の
男
子
の
血
筋
無
之
時
は
最
も
年
長
な
る
女

子
の
血
筋
に
伝
ふ
べ
し
。
総
て
男
子
の
血
筋
は
女
子
の
血
筋
に

先
立
ち
、
年
長
の
血
筋
は
年
少
の
血
筋
に
先
立
ち
、
男
子
は
女

子
に
先
立
ち
、
年
長
は
年
少
に
先
立
つ
べ
し
。（
五
丁
表
・
裏
）

　

元
老
院
編
『
欧
洲
各
国
憲
法
』

第
十
七
条　

王
ノ
男
統
無
キ
ト
キ
ハ
王
位
ヲ
其
長
女
統
ニ
伝
フ
。

是
故
ニ
男
統
ハ
常
ニ
女
統
ニ
先
チ
、
長
統
ハ
季
統
ニ
先
タ
ツ
。

各
統
ニ
於
テ
ハ
男
ハ
女
ニ
先
タ
チ
、
兄
ハ
弟
ニ
先
タ
チ
、
姉
ハ

妹
ニ
先
タ
ツ
。（
七
頁
）

　

男
系
を
『
政
典
』
で
は
「
男
子
の
血
筋
」、『
欧
洲
憲
法
』
で
は

「
男
統
」、
女
系
を
『
政
典
』
で
は
「
女
子
の
血
筋
」、『
欧
洲
憲
法
』

で
は
「
女
統
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
容
易
に
着
想
さ
れ
る
の
は
、

「
万
世
一
系
」
論
と
の
関
係
で
あ
る
。
先
行
研
究）

1（
（

に
よ
れ
ば
、「
万

世
一
系
」
の
初
出
は
岩
倉
具
視
の
「
王
政
復
古
議
」（
一
八
六
七
年
十

月
）
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
以
前
も
「
万
世
一
姓
」、

「
万
葉
一
統
」、「
正
統
一
系
」
な
ど
類
似
し
た
表
現
は
散
見
す
る）

1（
（

。

し
か
し
な
が
ら
や
は
り
「
万
世
一
系
」
と
い
う
語
が
膾
炙
し
て
い
く

の
は
皇
室
典
範
の
成
立
抜
き
に
は
考
え
に
く
い
。
繰
り
返
し
に
な
る

が
六
八
年
成
立
の
『
政
典
』
だ
け
で
は
な
く
、
七
七
年
刊
行
の
『
欧

洲
憲
法
』
で
も
「
系
」
が
使
わ
れ
な
か
っ
た
。
男
系
を
意
味
す
る�

“m
annelijke�tak,�vrouw

elijke�tak”�

の
「tak

」
は
「
枝
」
を
意

味
す
る
。
フ
ァ
リ
エ
ー
ル
編
纂
・
バ
ト
ビ
ー
校
訂
『
欧
米
憲
法
集
』

で
は�“branche�m

asculine�

（branche�fem
inine

）”�

と
い
う
よ
う
に

「branche

」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
一
八
四
八
年
改
正
オ
ラ
ン
ダ
王

国
憲
法
第
一
八
条）

20
（

で
の
『
政
典
』
で
の
訳
語
で
は
、「
連
枝
」
と
い

う
訳
語
が
見
ら
れ
る
が）

21
（

、
い
わ
ゆ
る
「
傍
系
」
の
訳
語
と
し
て
前
近

代
の
日
本
で
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
「
連
枝
」
を
使
う
の
は
も
と
も
と

の�“tak,”�“branche”�

の
意
味
か
ら
し
て
も
正
し
い
。
再
度
強
調
す

る
が
「
男
系
」「
女
系
」
の
語
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
の
翻
訳
か
ら
直

に
由
来
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
皇
室
典
範
の
成
立
へ
い
た
る
プ

ロ
セ
ス
の
な
か
で
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
ず
元
老
院
が
起
草
し
た
憲
法
按
（
国
憲
按
）
か
ら
検
討
す
る
。

第
一
次
按
が
一
八
七
六
年
十
月
、
第
二
次
按
が
一
八
七
八
年
七
月
、

第
三
次
按
が
一
八
八
〇
年
七
月
に
成
立
し
て
い
る
。
皇
位
継
承
に
関

わ
る
第
二
章
「
帝
位
継
承
」
の
第
一
〜
三
条
を
見
て
み
よ
う）

22
（

。

第
一
条�　

現
今
統
御
ス
ル
皇
帝
ノ
子
孫
タ
ル
可
キ
者
ヲ
以
テ
帝

位
継
承
ノ
正
統
ノ
裔
ト
シ
テ
帝
位
ヲ
世
伝
ス
（
第
一
次
）

　
　
　
　
　

�

現
今
統
御
ス
ル
皇
帝
ノ
子
孫
ヲ
以
テ
帝
位
継
承
ノ
正
統

ノ
裔
ト
シ
テ
帝
位
ヲ
世
伝
ス
（
第
二
次
）

　
　
　
　
　

�

今
上
皇
帝
ノ
子
孫
ヲ
帝
位
継
承
ノ
正
統
ト
ス
。（
第
三

次
）

第
二
条�　

継
承
ノ
順
序
ハ
嫡
長
入
嗣
ノ
正
序
ニ
循
フ
可
シ
。
尊

系
ハ
卑
系
ニ
先
チ
、
同
系
ニ
於
テ
ハ
親
ハ
疎
ニ
先
チ
、

同
族
ニ
於
テ
ハ
男
ハ
女
ニ
先
チ
、
同
類
ニ
於
テ
ハ
長
ハ
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少
ニ
先
ツ
。（
第
一
次
）

　
　
　
　
　

�　

継
承
ノ
順
序
ハ
嫡
長
及
入
嗣
ノ
正
序
ニ
由
リ
テ
太
子

若
ク
ハ
其
男
統
ノ
裔
入
テ
嗣
ク
。
太
子
男
統
ノ
裔
欠
ク

ル
ト
キ
ハ
太
子
ノ
弟
若
ク
ハ
太
子
ノ
兄
弟
ノ
裔
ニ
伝
フ
。

嫡
出
男
統
ノ
裔
欠
ク
ル
ト
キ
ハ
庶
出
ノ
子
長
幼
ノ
序
ニ

由
テ
入
テ
嗣
ク
。（
第
二
次
）

　
　
　
　
　

�　

帝
位
ヲ
継
承
ス
ル
者
ハ
嫡
長
ヲ
以
テ
正
ト
ス
。
如
シ

太
子
在
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
太
子
男
統
ノ
裔
嗣
ク
。
太
子
男

統
ノ
裔
在
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
太
子
ノ
弟
若
ク
ハ
其
男
統
ノ

裔
嗣
ク
。
嫡
出
男
統
ノ
裔
渾
テ
在
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
庶

出
ノ
子
及
其
男
統
ノ
裔
親
疎
ノ
序
ニ
由
リ
入
テ
嗣
ク
。

（
第
三
次
）

第
三
条�　

前
条
ニ
定
メ
タ
ル
次
序
ニ
依
リ
帝
位
ヲ
継
承
ス
可
キ

ノ
皇
統
在
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
、
皇
族
諸
親

王
家

ノ
中
親
疎
ノ

次
序
ニ
依
リ
帝
位
ヲ
継
承
ス
可
シ
。（
第
一
次
）

　
　
　
　
　

�　

前
条
ニ
定
メ
タ
ル
順
序
ニ
依
リ
帝
位
ヲ
継
承
ス
可
キ

ノ
皇
統
在
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
、
親
王
諸
王
ノ
中
親
疎
ノ
順

序
ニ
依
リ
帝
位
ヲ
継
承
ス
。（
第
二
次
）

　
　
　
　
　

�　

上
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
而
シ
テ
猶
未
タ
帝
位
ヲ
継
承

ス
ル
者
ヲ
得
サ
ル
ト
キ
ハ
、
皇
族
親
疎
ノ
序
ニ
由
リ
入

テ
大
位
ヲ
嗣
ク
。
若
シ
止
ム
ル
コ
ト
得
サ
ル
ト
キ
ハ
女

統
入
テ
嗣
ク
コ
ト
ヲ
得
。（
第
三
次
）

　

ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
国
憲
按
で
は
「
正
統
」
と
「
嫡
出
」
と
が

そ
れ
ぞ
れ
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
「
男
統
」
が
使
用

さ
れ
て
い
る
が
、「
男
系
」
の
使
用
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
第
二
、

三
次
按
で
は
、「
庶
出
」、
第
三
次
按
で
は
「
女
統
」
の
継
承
が
認
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。

　

続
い
て
伊
藤
博
文
の
主
導
で
一
八
八
四
年
三
月
に
宮
中
に
設
置
さ

れ
た
制
度
取
調
局
が
作
成
し
た
第
一
稿
に
相
当
す
る
皇
室
制
規
（
一

八
八
六
年
三
、
四
月
頃
の
作
成
と
推
測

）
2（
（

）、
第
二
、
三
稿
に
相
当
す
る
帝

室
典
則
（
第
二
稿
は
一
八
八
六
年
三
月
〜
六
月
の
間
に
作
成
、
第
三
稿
は
一
八

八
六
年
六
月
一
〇
日
作
成
）
の
関
連
条
文
を
検
討
し
た
い）

24
（

。
な
お
皇
室

制
規
と
帝
室
典
則
と
の
間
で
は
条
文
の
順
序
の
大
幅
な
入
れ
替
え
も

見
ら
れ
、
そ
の
ま
ま
列
挙
す
る
と
読
者
に
不
便
と
な
る
の
で
、
皇
室

制
規
の
関
連
条
文
の
み
を
列
挙
し
、
そ
の
後
で
帝
室
典
則
と
の
相
違

を
簡
潔
に
論
じ
て
い
く
。

皇
位
継
承
ノ
事

第
一�　

皇
位
ハ
男
系
ヲ
以
テ
継
承
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。
若
シ
皇
族

中
男
系
絶
ユ
ル
ト
キ
ハ
皇
族
中
女
系
ヲ
以
テ
継
承
ス
。
男

女
系
各
嫡
ヲ
先
キ
ニ
シ
庶
ヲ
後
ニ
シ
嫡
庶
各
長
幼
ノ
序
ニ

従
フ
ヘ
シ
。

第
二　

皇
位
ハ
皇
子
ニ
伝
フ
ヘ
シ
。

第
三�　

皇
位
ヲ
継
承
ス
ヘ
キ
皇
子
若
シ
薨
去
ノ
ト
キ
ハ
皇
孫
ニ

伝
フ
ヘ
シ
。
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第
四�　

皇
位
ヲ
継
承
ス
ヘ
キ
皇
子
孫
ナ
キ
ト
キ
ハ
皇
兄
弟
及
ヒ

其
子
孫
ニ
伝
フ
ヘ
シ
。

第
五�　

皇
兄
弟
及
ヒ
其
子
孫
ナ
キ
ト
キ
ハ
皇
伯
叔
父
其
子
孫
ニ

伝
へ
、
皇
伯
叔
父
及
其
子
孫
ナ
キ
ト
キ
ハ
皇
太
伯
叔
父
以

上
及
其
子
孫
ニ
伝
フ
ヘ
シ
。

第
六�　

皇
族
中
男
系
尽
ク
絶
ユ
ル
ト
キ
ハ
皇
女
ニ
伝
へ
皇
女
ナ

キ
ト
キ
ハ
皇
族
中
他
ノ
女
系
ニ
伝
フ
ル
コ
ト
第
三
第
四
第

五
条
ノ
例
ニ
拠
ル
ヘ
シ
。

第
七�　

皇
女
若
ク
ハ
皇
統
ノ
女
系
ニ
シ
テ
皇
位
継
承
ノ
ト
キ
ハ

其
皇
子
ニ
伝
へ
、
若
シ
皇
子
ナ
キ
ト
キ
ハ
其
皇
女
ニ
伝
フ
。

皇
女
ナ
キ
ト
キ
ハ
皇
族
中
他
ノ
女
系
ニ
伝
フ
ル
コ
ト
第
三

第
四
第
五
条
ノ
例
ニ
拠
ル
ヘ
シ
。

第
八�　

違
腹
ノ
皇
子
皇
女
ハ
皇
位
ヲ
継
承
ス
ル
コ
ト
天
皇
在
世

中
ノ
皇
子
皇
女
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
。

　

元
老
院
国
憲
按
で
は
第
一
〜
三
次
の
全
て
の
按
文
に
お
い
て
「
正

統
」
の
語
が
見
ら
れ
た
が
、
皇
室
制
規
で
は
消
え
て
い
る
。
ま
た

皇
室
制
規
で
は
「
男
系
」「
女
系
」
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
注
目
さ
れ
る
。
第
六
条
は
女
性
天
皇
へ
の
継
承
を
認
め
る
条
文

と
な
っ
て
い
る
が
、
帝
室
典
則
（
第
二
稿
、
第
三
稿
）
で
は
い
ず
れ
も

削
除
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
第
八
条
の
「
皇
女
」
の
語
も

第
二
稿
（
第
五
条
）、
第
三
稿
（
同
前
）
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
興
味
深
い
の
は
、
第
二
稿
（
第
八
条
）、
第
三
稿
（
第
七
条
）
で

は
「
庶
出
ノ
皇
子
皇
女
ハ
降
誕
直
チ
ニ
皇
后
ノ
養
子
ト
ナ
ス
」
と
い

う
条
文
が
加
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
権
典
侍
・
柳
原
愛
子
を
生
母
と
し

て
一
八
七
九
年
八
月
三
一
日
に
誕
生
し
た
明
宮
嘉
仁
親
王
が
、
第
三

稿
成
立
の
二
年
後
、
一
八
八
八
年
八
月
三
一
日
の
満
八
歳
の
誕
生
日

に
、
先
例
に
基
づ
き
明
治
天
皇
の
嫡
配
で
あ
る
美
子
皇
后
の
「
実

子
」
と
な
る
が
、
第
三
稿
第
七
条
に
は
、
養
子
手
続
き
を
支
障
な
く

行
い
、
ま
た
そ
の
手
続
き
が
合
法
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
皇
室
法
と

し
て
整
備
し
て
い
く
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）

25
（

。

　

最
後
に
皇
室
典
範
に
お
け
る
皇
位
継
承
条
文
を
確
認
し
た
い）

2（
（

。

第
一
章　

皇
位
継
承

第
一
条�　

大
日
本
国
皇
位
ハ
祖
宗
ノ
皇
統
ニ
シ
テ
男
系
ノ
男
子

之
ヲ
継
承
ス

第
二
条　

皇
位
ハ
皇
長
子
ニ
伝
フ

第
三
条�　

皇
長
子
在
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
皇
長
孫
ニ
伝
フ
。
皇
長
子

及
其
ノ
子
孫
皆
在
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
皇
次
子
及
其
ノ
子
孫

ニ
伝
フ
。
以
下
皆
之
ニ
例
ス

第
四
条�　

皇
子
孫
ノ
皇
位
ヲ
継
承
ス
ル
ハ
嫡
出
ヲ
先
ニ
ス
。
皇

庶
子
孫
ノ
皇
位
ヲ
継
承
ス
ル
ハ
皇
嫡
子
孫
皆
在
ラ
サ
ル

ト
キ
ニ
限
ル

第
五
条�　

皇
子
孫
皆
在
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
皇
兄
弟
及
其
ノ
子
孫
ニ

伝
フ

第
六
条�　

皇
兄
弟
及
其
ノ
子
孫
皆
在
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
皇
伯
叔
父
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及
其
ノ
子
孫
ニ
伝
フ

第
七
条�　

皇
伯
叔
父
及
其
ノ
子
孫
皆
在
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
以

上
ニ
於
テ
最
近
親
ノ
皇
族
ニ
伝
フ

第
八
条�　

皇
兄
弟
以
上
ハ
同
等
内
ニ
於
テ
嫡
ヲ
先
ニ
シ
庶
ヲ
後

ニ
シ
長
ヲ
先
ニ
シ
幼
ヲ
後
ニ
ス

第
九
条�　

皇
嗣
精
神
若
ハ
身
体
ノ
不
治
ノ
重
患
ア
リ
又
ハ
重
大

ノ
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
皇
族
会
議
及
枢
密
顧
問
ニ
諮
詢
シ

前
数
条
ニ
依
リ
継
承
ノ
順
序
ヲ
換
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

　

周
知
の
通
り
、
男
系
男
子
に
よ
る
継
承
が
定
め
ら
れ
た
ほ
か
、
皇

室
制
規
と
同
様
に
条
文
か
ら
「
正
統
」
の
文
字
が
消
え）

27
（

、
代
わ
り
に

「
祖
宗
ノ
皇
統
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
庶
出
継
承
は
容

認
さ
れ
た
も
の
の
、
制
度
取
調
局
が
作
成
し
た
第
二
、
三
稿
で
あ
る

帝
室
典
則
に
記
さ
れ
た
「
庶
出
ノ
皇
子
皇
女
ハ
降
誕
直
チ
ニ
皇
后
ノ

養
子
ト
ナ
ス
」
と
い
う
条
文
は
削
除
さ
れ
、
典
範
で
は
第
四
十
二
条

に
「
皇
族
ハ
養
子
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
い
う
条
文
が
加
わ
っ
た
。

『
憲
法
義
解
』（
井
上
毅
稿
、
伊
藤
博
文
著
）
で
は
、
皇
族
の
養
子
・
猶

子
の
制
は
中
世
以
来
の
沿
習
で
あ
っ
て
「
古
の
典
例
」
で
は
な
く
、

同
姓
（
皇
族
間
）
で
あ
っ
て
も
皇
族
が
養
子
を
為
す
こ
と
を
禁
ず
る

の
は
、「
宗
系
紊
乱
の
門
を
塞
ぐ）

2（
（

」
た
め
で
あ
る
と
で
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

　

か
か
る
文
言
の
変
更
に
は
、
や
は
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
思
想
の

影
響
を
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
伊
藤
博
文
に
つ
い
て
言
え
ば
、
深
く

傾
倒
し
た
シ
ュ
タ
イ
ン
か
ら
の
影
響
は
非
常
に
大
き
な
も
の
で
あ

っ
た）

2（
（

。
侍
従
、
主
馬
頭
、
宮
中
顧
問
官
を
歴
任
し
明
治
天
皇
に
長

ら
く
近
侍
し
て
信
任
も
厚
か
っ
た
藤
波
言
忠
（
一
八
五
三
〜
一
九
二
六
）

は
、
一
八
八
五
年
八
月
か
ら
一
八
八
七
年
一
一
月
ま
で
欧
米
を
視
察

し
て
い
わ
ゆ
る
「
シ
ュ
タ
イ
ン
詣
で
」
を
行
い
、
そ
の
講
義
内
容
を

帰
国
後
に
計
三
三
回
に
渡
っ
て
天
皇
に
進
講
し
て
い
る）

（0
（

。

　

シ
ュ
タ
イ
ン
は
藤
波
に
対
し
て
、「
帝
室
憲
法
ノ
主
眼
ト
ス
ル
所

ハ
正
統
ノ
ニ
字
ニ
帰
著
ス
。
夫
レ
王
位
継
続
法
ト
云
ヒ
、
結
婚
法
ト

云
フ
モ
一
ニ
正
統
ニ
依
ル
ニ
帰
ス）

（1
（

」
と
「
正
統
」
の
重
要
性
を
繰
り

返
し
て
強
調
す
る
。
そ
し
て
「
正
統
」
概
念
に
基
づ
く
「
帝
室
憲

法
」
を
作
成
す
る
た
め
に
、
養
子
制
を
即
刻
廃
止
す
る
こ
と
、
ま
た

嫡
配
の
室
の
み
な
ら
ず
、
妃
・
夫
人
・
嬪
・
典
侍
な
ど
の
女
官
、
ま

た
律
令
外
の
女
御
・
更
衣
な
ど
の
室
も
置
く
皇
室
の
婚
姻
制
度
は
、

「
未
開
」
の
風
習
で
正
統
に
悖
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
も
廃
止

し
た
ほ
う
が
良
い
と
意
見
す
る
。

扨
結
婚
法
ニ
関
シ
テ
ハ
爰
一
二
言
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
。
夫

レ
帝
室
憲
法
ハ
飽
ク
マ
テ
モ
正
統
ニ
由
ル
ヲ
以
テ
、
正
経
ト
ス

ル
ヲ
常
ニ
脳
裡
ニ
印
シ
テ
忘
却
ス
ヘ
カ
ラ
ス
。
竊
ニ
聞
ク
。
日

本
皇
室
ニ
於
テ
ハ
皇
后
ノ
外
、
別
ニ
二
三
ノ
女
御
ア
リ
ト
。
是

レ
皇
后
ニ
皇
子
ナ
ケ
レ
ハ
、
或
ハ
其
ノ
出
ナ
ル
皇
子
ヲ
以
テ
王

位
ヲ
相
続
セ
シ
メ
ン
カ
為
メ
止
ム
ヲ
得
サ
ル
ニ
出
ツ
ト
雖
モ
、

是
レ
実
ニ
正
統
ニ
由
ル
ヲ
以
テ
正
経
ト
ス
ル
ノ
本
旨
ニ
悖
ル
モ

日本思想史学54-論文 大川真氏【再校】　　［出力］ 2022年9月28日　午後1時41分A5判：148×210mm　本文書体：リュウミンPr6N L-KL　13Q　行間8H　26W×22L  2段組

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1

10

20

26

1522 20 10 5 1 1522 20 10 5 1



日本思想史学54〈2022〉　126

ノ
ト
謂
フ
ヘ
シ
。
斯
ク
ノ
如
キ
ノ
慣
習
ハ
人
智
未
開
ノ
昔
日
ニ

在
リ
テ
ハ
物
議
ヲ
生
セ
ス
ト
雖
モ
、
将
来
人
智
発
達
ス
ル
ニ
至

ラ
バ
、
必
ラ
ス
ヤ
国
民
ヲ
シ
テ
異
様
ノ
感
念
ヲ
抱
カ
シ
ム
ル
ノ

時
ア
ラ
ン
。
宜
シ
ク
今
ニ
於
テ
断
然
此
旧
風
ヲ
改
メ
サ
ル
ヘ
カ

ラ
ス）

（2
（

。

　

皇
室
は
「
国
民
ノ
儀
表
ニ
シ
テ
、
億
兆
ノ
瞻
仰
ス
ル
所
」
な
の
で
、

側
室
か
ら
生
ま
れ
た
子
が
皇
位
を
継
承
す
れ
ば
、
や
が
て
皇
位
そ
の

も
の
に
人
民
が
疑
念
を
持
つ
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い）

（（
（

。
ま
た
庶
出

の
皇
子
が
海
外
へ
外
遊
し
た
際
に
、
き
っ
と
西
洋
諸
国
か
ら
は
陰
口

を
叩
か
れ
る
に
違
い
な
い
。
そ
う
な
る
と
皇
室
の
威
厳
を
毀
損
す
る

こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う）

（4
（

。
し
か
し
な
が
ら
シ
ュ
タ
イ
ン
は
側
室
制
度

や
庶
出
継
承
の
廃
止
を
強
く
主
張
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
今

上
の
明
治
天
皇
を
は
じ
め
、
日
本
の
皇
室
で
は
庶
出
の
天
皇
が
即
位

す
る
例
が
多
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

日
本
帝
室
ノ
現
況
ヲ
察
ス
ル
ニ
、
今
帝
陛
下
ノ
相
続
者
ヲ
定
ム

ル
コ
ト
実
ニ
困
難
ナ
ル
ヘ
シ
。
何
ト
ナ
レ
ハ
今
ノ
皇
子
殿
下
ハ

皇
后
陛
下
ノ
御
実
子
ニ
ア
ラ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
又
多
ク
ノ
御

養
子
ア
リ
。
御
義
弟
ナ
ル
伏
見
宮
殿
下
ア
リ
。
其
ノ
混
雜
甚
シ
。

兎
モ
角
モ
千
思
萬
考
ス
ル
モ
此
ノ
度
限
リ
。
特
ニ
今
ノ
皇
子
殿

下
ヲ
以
テ
皇
后
陛
下
ノ
御
養
子
ト
ナ
シ
儲
嗣
ニ
定
ム
ル
コ
ト
良

策
ナ
ラ
ン
。
蓋
シ
現
在
養
子
法
ノ
ア
ル
ハ
寔
ニ
幸
ナ
リ
ト
云
フ

ヘ
シ
。
然
レ
ト
モ
万
一
不
幸
ニ
シ
テ
皇
子
殿
下
薨
去
セ
ラ
ル
ヽ

カ
如
キ
コ
ト
ア
ラ
バ
、
又
困
難
ヲ
極
ム
ル
ナ
ラ
ン
。
余
ノ
如
キ

日
本
ノ
帝
室
ノ
系
統
、
又
ハ
歴
史
ヲ
熟
知
セ
サ
ル
モ
ノ
軽
シ
ク

之
ニ
喙
ヲ
容
ル
ヘ
キ
ニ
ア
ラ
ス
。
一
ニ
帝
王
陛
下
ノ
親
裁
ニ
任

ス
ル
ノ
外
良
策
ナ
カ
ル
ヘ
シ
。
要
ス
ル
ニ
憲
法
中
ニ
既
往
ノ
家

系
ハ
悉
ク
之
ヲ
正
統
ト
見
做
シ
、
養
子
ハ
悉
ク
実
子
ト
異
ナ
ル

コ
ト
ナ
カ
ラ
シ
メ
、
嫡
出
ノ
皇
子
ハ
他
子
ニ
先
シ
帝
位
ヲ
相
続

セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヽ
シ
、
以
後
ハ
厳
ニ
皇
室
憲
法
ノ
条
章
ニ
遵
フ

ヘ
キ
ナ
リ
。
養
子
ヲ
廃
ス
ル
ハ
誠
ニ
必
要
ナ
リ
ト
雖
モ
、
既
定

ノ
法
律
ニ
依
リ
与
ヘ
タ
ル
権
利
ハ
理
由
ナ
ク
シ
テ
之
ヲ
奪
フ
能

ハ
サ
ル
ハ
法
律
ノ
定
義
ナ
ル
カ
故
ニ
、
今
之
ヲ
廃
ス
ル
コ
ト
能

ハ
サ
ル
ヘ
シ）

（5
（

。

　

シ
ュ
タ
イ
ン
の
理
想
と
す
る
王
位
継
承
は
「
正
統
」
＝
嫡
出
に
よ

る
継
承
で
あ
る
。
本
来
は
即
時
に
多
妾
（
側
室
）
制
と
養
子
制
は
廃

止
す
べ
き
だ
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
れ
を
主
張
す
る
こ
と

は
日
本
の
「
万
世
一
系
」
の
歴
史
そ
の
も
の
を
否
定
し
か
ね
な
い
。

「
余
ノ
如
キ
日
本
ノ
帝
室
ノ
系
統
、
又
ハ
歴
史
ヲ
熟
知
セ
サ
ル
モ
ノ

軽
シ
ク
之
ニ
喙
ヲ
容
ル
ヘ
キ
ニ
ア
ラ
ス
。
一
ニ
帝
王
陛
下
ノ
親
裁
ニ

任
ス
ル
ノ
外
良
策
ナ
カ
ル
ヘ
シ
」
と
遠
慮
し
た
物
言
い
で
養
子
制
を

強
く
否
定
出
来
な
か
っ
た
が
、
養
子
制
は
嘉
仁
親
王
を
最
後
と
し
て

廃
止
さ
れ
、
宮
家
の
男
性
皇
族
の
数
が
十
分
に
確
保
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
ま
た
皇
室
費
の
支
出
抑
制
な
ど
の
理
由
も
あ
り
、
養
子
制
の
規

定
は
典
範
で
は
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
多
妾
制
と
庶
出
継
承
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は
、
非
嫡
出
子
を
皇
族
と
し
な
い
現
行
の
皇
室
典
範
第
六
条
が
定
め

ら
れ
る
ま
で
は
、
皇
室
法
と
し
て
は
禁
止
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。お

わ
り
に
─
日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
直
系
継
承
の
相
違

　

日
本
の
皇
統
に
お
け
る
「
正
統
」（
シ
ョ
ウ
ト
ウ
）
は
、
必
ず
し
も

嫡
出
だ
け
を
意
味
し
な
い
。
神
勅
や
神
器
の
保
持
、
ま
た
齋
藤
公
太

が
つ
ぶ
さ
に
明
ら
か
に
し
た
通
り
、
武
家
に
よ
る
皇
統
の
守
護
と

い
っ
た
道
徳
性
も
含
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
日
本
の
国
体
に
お
け
る

「
本
来
性
」
が
こ
の
「
正
統
」（
シ
ョ
ウ
ト
ウ
）
概
念
に
内
包
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る）

（（
（

。
そ
れ
に
対
し
て
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

の
「
正
統
」
は
、
お
よ
そ
六
百
年
前
か
ら
嫡
出
男
子
（
場
合
に
よ
っ

て
は
女
子

）
（7
（

）
に
よ
る
「
正ラ

イ
ニ
ア
ル
、
サ
ツ
セ
ツ
シ
ヨ
ン

統
即
チ
依
系
相
続
」、
す
な
わ
ち
直
系
相
続

（Lineal�succession

）
を
意
味
す
る
こ
と
が
広
く
人
々
の
間
に
浸
透
し

て
い
る
と
い
う）

（（
（

。
正
統
＝
嫡
出
で
あ
り
、
合
法
的
継
承
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
日
本
の
庶
出
継
承
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
王
族
の
常
識
か
ら
す
れ

ば
非
合
法
と
な
り
か
ね
な
い
。
明
治
典
憲
体
制
の
ア
キ
レ
ス
腱
で
あ

る
。
苦
し
紛
れ
か
も
し
れ
な
い
が
、
伊
東
巳
代
治
は
皇
室
典
範
第
四

条
「
皇
子
孫
ノ
皇
位
ヲ
継
承
ス
ル
ハ
嫡
出
ヲ
先
ニ
ス
皇
庶
子
孫
ノ
皇

位
ヲ
継
承
ス
ル
ハ
皇
嫡
子
孫
皆
在
ラ
サ
ル
ト
キ
ニ
限
ル
」
を
以
下
の

よ
う
に
英
訳
し
て
い
る
。

A
RT

ICLE�IV
F

or�succession�to�the�Im
perial�T

hrone�by�an�
Im

perial�descendant,�the�one�of�full�blood�shall�have�
precedence�over�descendants�of�half�blood.�T

he�
succession�to�the�Im

perial�T
hrone�by�the�latter�shall�

be�lim
ited�to�those�cases�only,�w

hen�there�is�no�
Im

perial�descendant�of�full�blo

）
（（
（od.

　

先
行
研
究）

40
（

で
も
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
本
来
は
嫡
出
の
子
孫
は�

“descendants�of�legitim
acy”

、
庶
出
の
子
孫
は�“descendants�

of�illegitim
acy”�

と
訳
出
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、
そ
れ
ぞ
れ�“des-

cendants�of�full�blood,�descendants�of�half�blood”�

と
し
て

い
る
。
こ
こ
に
は
正
統
な
相
続
（
合
法
的
な
継
承
者
）
は
嫡
出
の
子
孫

に
よ
っ
て
し
か
あ
り
得
な
い
と
考
え
る
欧
米
諸
国
か
ら
の
違
和
感
を
、

何
と
か
回
避
し
た
い
思
惑
が
垣
間
見
ら
れ
る
。

　

ま
た
嫡
男
子
に
よ
る
直
系
継
承
で
は
、
皇
太
子
で
あ
る
嫡
長
男
が

皇
位
継
承
す
る
前
に
死
去
し
た
場
合
に
、
嫡
次
男
（
続
い
て
嫡
三
男
と

輩
行
の
順
）
に
よ
る
同
世
代
で
の
傍
系
継
承
（
兄
弟
に
よ
る
相
続
）
と
す

る
の
か
、
そ
れ
と
も
嫡
長
孫
に
よ
る
代
襲
継
承
と
す
る
の
か
が
問
題

と
な
る
が
、
皇
室
典
範
第
三
条
で
は
後
者
に
よ
る
直
系
卑
属
継
承
が

選
択
さ
れ
た
。
第
三
条
条
文
の
成
立
に
は
、
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
ー
の
学

説
や
ロ
エ
ス
レ
ル
に
よ
る
バ
ヴ
ァ
リ
ア
王
国
の
王
位
継
承
に
関
す
る

調
査
報
告
、「
露
国
々
法
」（
一
八
三
二
年
成
立
『
ロ
シ
ア
帝
国
法
典
』
の
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こ
と
か

）
41
（

）
等
が
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
と
小
林
宏
は
指
摘
し
て
い

る）
42
（

。
こ
の
指
摘
に
加
え
て
本
稿
で
は
、
代
襲
継
承
に
つ
い
て
は
オ
ラ

ン
ダ
王
国
憲
法
で
も
第
一
三
条
で
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た

い
。1（,�D

e�K
roon�gaat�over�door�regt�van�eerstgeboorte,�

des�dat�de�oudste�zoon�van�den�K
oning,�of�w

el�het�
m

annelijk�oir�van�den�oudsten�zoon,�bij�representatie,�
opvolgt.

（
王
位
は
長
子
相
続
の
権
利
に
基
づ
き
、
王
の
長
男
、
ま
た
は

代
襲
に
よ
る
長
男
の
男
子
が
継
承
す
る
。）

　
「
代
襲
」
に
関
わ
る
語
が
「bij�representatie

」
で
あ
る
が
、

『
政
典
』
で
は
「
名
代
と
し
て）

4（
（

」、『
欧
洲
憲
法
』
で
は
長
子
相
続
を

表
す
「regt�van�eerstgeboorte

」
の
部
分
に
代
襲
の
意
を
も
重

ね
て
「
大
宗
承
重）

44
（

」
と
訳
出
し
て
い
る
。「
承
重
」
な
る
語
は
、『
儀

礼
』
喪
服
篇
不
杖
期
章
の
賈
公
彦
疏
な
ど
に
用
例
が
見
ら
れ
る
。
嫡

長
男
で
あ
る
父
が
祖
父
母
に
先
立
っ
て
死
去
し
た
場
合
な
ど
に
、
嫡

長
孫
で
あ
る
男
子
が
祖
父
母
の
喪
に
代
わ
っ
て
服
す
こ
と
を
指
す）

45
（

。

日
本
で
は
継
嗣
令
の
定
嫡
子
条
に
こ
の
語
が
見
ら
れ
る
が
、
異
な
る

意
味
で
用
い
ら
れ
る
、
す
な
わ
ち
古
記
の
解
釈
で
は
、
祖
父
の
蔭
位

を
継
承
す
る
こ
と
を
指
し
、
そ
の
方
式
は
純
然
た
る
長
子
単
独
相
続

で
、
嫡
長
子
の
死
去
、
あ
る
い
は
罪
疾
あ
る
時
は
嫡
長
孫
が
継
承
す

る
こ
と
を
指
す）

4（
（

。
こ
う
し
た
前
近
代
で
の
用
例
を
踏
ま
え
て
、
王
位

の
代
襲
を
意
味
す
る
語
と
し
て
「
承
重
」
が
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
直
系
卑
属
継
承
に
よ
る
直
系
主
義
の
成
立
に
お
い
て
「
代
襲
」

規
定
の
理
解
は
大
き
な
鍵
と
な
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
条
文
、
さ

ら
に
前
近
代
の
日
中
の
礼
制
、
律
令
法
等
の
影
響
を
総
合
的
に
検
討

す
る
余
地
は
未
だ
に
多
分
に
残
さ
れ
て
い
る
。

注
（
1
）�

シ
ュ
タ
イ
ン
、
ロ
エ
ス
レ
ル
、
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
ら
の
影
響
を

含
め
た
明
治
憲
法
・
皇
室
典
範
の
成
立
史
に
つ
い
て
は
、
稲
田
正

次
『
明
治
憲
法
成
立
史
の
研
究
』
上
下
（
有
斐
閣
、
一
九
六
二
年
）、

同
『
明
治
憲
法
成
立
史
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
九
年
）、
小
嶋

和
司
『
明
治
典
憲
体
制
の
成
立
』（
木
鐸
社
、
一
九
八
八
年
）、
島
善

高
『
近
代
皇
室
制
度
の
形
成
』（
成
文
堂
、
一
九
九
四
年
）、
同
「
明

治
皇
室
典
範
の
制
定
過
程
」（『
日
本
立
法
資
料
全
集
一
六�

明
治
皇

室
典
範
（
上
）』
信
山
社
、
一
九
九
六
年
、
解
説
論
文
）、
奥
平
康

弘
『「
萬
世
一
系
」
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）、
小
林

宏
『
日
本
に
お
け
る
立
法
と
法
解
釈
の
史
的
研
究
』
三
（
汲
古
書

院
、
二
〇
〇
九
年
）、
笠
原
英
彦
『
天
皇
・
皇
室
制
度
の
研
究
─
天

皇
制
国
家
形
成
期
の
法
と
政
治
─
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二

〇
二
二
年
）
な
ど
が
詳
し
い
。

（
2
）�
幕
末
か
ら
明
治
の
初
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
洋
学
者
、
政
治
家

で
あ
る
神
田
孝
平
の
略
歴
、
研
究
史
等
の
記
述
は
紙
数
の
都
合
上
割

愛
す
る
が
、
神
田
は
一
八
七
六
年
に
は
元
老
院
議
官
に
任
ぜ
ら
れ
、
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国
憲
按
に
も
積
極
的
に
見
解
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
は
注
記
し
た
い
。

（
（
）�

一
八
四
一
年
、
水
野
忠
邦
に
よ
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
の
「
兵
書
」

「
政
書
」
の
翻
訳
が
天
文
方
和
解
御
用
に
命
ぜ
ら
れ
、
四
三
年
か
ら

憲
法
の
翻
訳
が
杉
田
立
卿
・
成
卿
の
父
子
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
が
、

水
野
忠
邦
の
失
脚
に
よ
っ
て
停
滞
し
、
つ
い
に
公
刊
さ
れ
る
こ
と
も

無
か
っ
た
。

（
4
）�

詳
細
は
拙
稿
「
一
八
・
一
九
世
紀
に
お
け
る
女
性
天
皇
・
女
系

天
皇
論
」（『SGRA

レ
ポ
ー
ト
』
九
〇
、
渥
美
国
際
交
流
財
団
関
口

グ
ロ
ー
バ
ル
研
究
会
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
5
）�

福
井
淳
「
明
治
前
期
に
お
け
る
女
性
天
皇
構
想
の
形
成
─
憲
法

草
案
を
手
が
か
り
と
し
て
─
」（
安
在
邦
夫
・
真
辺
将
之
・
荒
船
俊

太
郎
編
『
明
治
期
の
天
皇
と
宮
廷
』
梓
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）。

（
（
）�

近
代
の
皇
室
制
度
に
お
い
て
、
女
帝
否
認
と
庶
出
容
認
と
が
一

体
化
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
研
究
に
、
注（
1
）奥
平
の
研
究
が
あ

る
。

（
7
）�

な
お
嫡
出
、
庶
出
の
ほ
か
に
、
準
嫡
出
を
置
く
佐
藤
良
雄
の
見

方
も
あ
る
。「
天
皇
の
嫡
庶
に
つ
い
て
は
、
さ
き
の
天
皇
と
皇
后
と

の
間
に
生
ま
れ
た
天
皇
は
嫡
出
と
み
て
よ
い
。
皇
后
が
あ
る
場
合
に

妃
・
夫
人
、
嬪
、
女
御
、
更
衣
、
典
侍
等
と
の
間
に
生
れ
た
天
皇
は

庶
出
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
皇
后
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
妃
・
夫

人
・
嬪
、
女
御
、
更
衣
、
典
侍
等
と
の
間
に
生
ま
れ
た
天
皇
は
、
生

母
が
準
正
室
と
み
る
べ
き
と
こ
ろ
か
ら
、
準
嫡
出
と
み
て
よ
い
」

（
佐
藤
良
雄
『
日
本
後
宮
史
』
シ
ス
テ
ム
フ
ァ
イ
ブ
、
二
〇
〇
六
年
、

八
三
八
頁
）。

（
（
）�

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
が
婚
姻
外
の
男
女
関
係
を
神
の

教
え
に
背
く
も
の
と
し
て
厳
し
く
禁
止
し
た
。
ま
た
ロ
ー
マ
法
に
お

い
て
も
、
財
産
の
分
散
を
避
け
る
目
的
か
ら
一
夫
多
妻
制
を
許
容
せ

ず
、
一
夫
一
妻
制
の
み
を
認
め
て
い
る
（
椎
名
規
子
「
ロ
ー
マ
法
に

お
け
る
婚
姻
制
度
と
子
の
法
的
地
位
の
関
係
─
欧
米
に
お
け
る
婚
外

子
差
別
の
ル
ー
ツ
を
求
め
て
─
」、『
政
治
・
経
済
・
法
律
研
究
』
二

〇
─
二
、
二
〇
一
八
年
）。
婚
姻
外
子
に
対
し
て
非
常
に
厳
し
い

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
で
あ
る
が
、
王
位
継
承
で
も
実
際
に
は
例
外
は
見

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
エ
リ
ザ
ベ
ス
1
世
の
母
は
、
王
妃
（
キ
ャ
サ
リ

ン
・
オ
ブ
・
ア
ラ
ゴ
ン
）
の
侍
女
で
あ
る
ア
ン
・
ブ
ー
リ
ン
で
あ
り
、

ヘ
ン
リ
ー
（
世
の
愛
人
と
な
っ
て
後
に
結
婚
す
る
が
、
ア
ン
・
ブ
ー

リ
ン
の
処
刑
後
に
エ
リ
ザ
ベ
ス
1
世
は
一
時
的
に
「
庶
子
」
と
さ
れ

た
。
す
な
わ
ち
エ
リ
ザ
ベ
ス
1
世
は
庶
子
と
い
う
身
分
を
経
由
し
て

後
に
王
位
継
承
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

（
（
）�

一
八
七
〇
年
代
半
ば
以
降
は
、
民
法
典
の
起
草
作
業
期
に
あ
た

り
、
庶
子
の
位
置
づ
け
等
が
問
題
に
さ
れ
る
。
司
法
省
法
学
校
出
身

の
法
制
官
僚
ら
は
フ
ラ
ン
ス
法
の
影
響
を
受
け
、
庶
子
制
度
を
廃
止

し
て
私
生
子
一
般
の
規
定
に
解
消
す
る
こ
と
を
目
論
む
が
、
太
政
官

書
記
官
の
尾
﨑
三
良
ら
は
、
皇
室
の
歴
史
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、

庶
出
の
天
皇
に
よ
っ
て
万
世
一
系
が
保
た
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
日

本
の
国
体
と
し
て
嫡
庶
出
の
区
別
に
は
寛
容
で
あ
る
べ
き
だ
と
し
て

強
く
反
論
し
、
結
果
、
庶
子
制
度
は
民
法
で
も
成
文
化
さ
れ
て
い
く
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（
早
川
紀
代
『
近
代
天
皇
制
と
国
民
国
家
』
青
木
書
店
、
二
〇
〇
五

年
、
第
五
章
「
家
制
度
と
庶
子
」）。

（
10
）�
一
八
四
八
年
改
正
オ
ラ
ン
ダ
王
国
憲
法
の
条
文
は
、
オ
ラ
ン
ダ

王
室
関
係
省
と
内
務
省
が
作
成
し
た
オ
ラ
ン
ダ
王
国
憲
法
の
ウ
ェ
ッ

ブ
サ
イ
ト
（https://w

w
w

.denederlandsegrondw
et.nl

）
に
掲

載
さ
れ
て
お
り
、
そ
ち
ら
か
ら
引
用
し
た
。
な
お
各
条
文
の
現
代

日
本
語
訳
は
大
川
が
試
訳
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
宮
田
豊
「
校
註

「
泰
西
国
法
論
」
六
」（『
産
大
法
学
』
七
─
三
、
一
九
七
三
年
）、
衆

議
院
法
制
局
ほ
か
『
和
訳�
各
国
憲
法
集
六�

オ
ラ
ン
ダ
王
国
憲
法
』

（
一
九
五
五
年
）、
国
立
国
会
図
書
館
調
査
及
び
立
法
考
査
局
『
各
国

憲
法
集
（
七
）�

オ
ラ
ン
ダ
憲
法
』（
国
立
国
会
図
書
館
、
二
〇
一
三

年
）
も
参
照
し
た
。
ま
た
一
九
世
紀
半
ば
の
オ
ラ
ン
ダ
語
に
つ
い
て

は
現
在
の
蘭
日
辞
典
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
多
く
、
ラ
イ

デ
ン
大
学
オ
ラ
ン
ダ
語
研
究
所
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（https://ivdnt.

org/w
oordenboeken/w

oordenboek-der-nederlandsche-
taal

）、
ま
た�K

.�T
en�Bruggencate�

が
編
纂
し
た
英
蘭
、
蘭
英
辞

典
（door�K

.�ten�Bruggencate,�E
ngelsch w

oordenboek�1�・�2,�
Groningen:�J.�B.�W

olters,�1（20

）
を
参
照
し
た
。
な
お
ラ
イ
デ

ン
大
学
オ
ラ
ン
ダ
研
究
所
サ
イ
ト
お
よ
び�Bruggencate�

編
纂
の

蘭
英
、
英
蘭
辞
典
の
情
報
に
つ
い
て
は
、
中
央
大
学
図
書
館
レ
フ
ァ

レ
ン
ス
ル
ー
ム
か
ら
ご
提
供
頂
い
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
感
謝
申
し

上
げ
る
。

（
11
）�

オ
ラ
ン
ダ
王
国
憲
法
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
山
田
邦
夫
「
諸
外

国
の
王
位
継
承
制
度　

各
国
の
憲
法
規
定
を
中
心
に
」（『
レ
フ
ァ

レ
ン
ス
』
六
五
六
、
国
立
国
会
図
書
館
、
二
〇
〇
五
年
）、
山
田
敏

之
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
君
主
国
に
お
け
る
王
位
継
承
制
度
と
王
族
の
範
囲�

女
系
継
承
を
認
め
て
き
た
国
の
事
例
」（『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
』
八
〇
三
、

国
立
国
会
図
書
館
、
二
〇
一
七
年
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

（
12
）�

一
九
八
三
年
以
降
、
第
二
四
条
に
嫡
出
世
襲
主
義
が
規
定
さ

れ
て
い
る
が
、
日
本
語
訳
で
は
「
嫡
出
の
子
孫
」
と
記
載
さ
れ
て

い
る
（
国
立
国
会
図
書
館
調
査
及
び
立
法
考
査
局
『
各
国
憲
法
集

（
七
）�

オ
ラ
ン
ダ
憲
法
』
国
立
国
会
図
書
館
、
二
〇
一
三
年
、
二
三

頁
）。
前
掲
の
宮
田
豊
論
論
文
で
も
「
嫡
出
の
子
孫
」
と
訳
さ
れ
て

い
る
。
な
お
オ
ラ
ン
ダ
王
室
関
係
省
と
内
務
省
が
作
成
し
た
オ
ラ

ン
ダ
王
国
憲
法
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
は
、
該
当
部
の
英
訳
は
、“the�

legitim
ate�descendants”�

と
訳
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ラ
フ
ァ
リ

エ
ー
ル
編
纂
・
バ
ト
ビ
ー
校
訂
『
欧
米
憲
法
集
』（
注（
15
）の
書
）

で
は
、“descendants�legitim

es”�

と
フ
ラ
ン
ス
語
訳
さ
れ
て
い
る
。

（
1（
）�

引
用
は
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
本
（
請
求
記
号
：CN

2-211-
2

）
に
よ
る
。

（
14
）�

同
年
九
月
に
刊
行
さ
れ
た
稲
田
佐
兵
衛
ら
を
出
版
者
と
し
た
元

老
院
編
『
欧
洲
各
国
憲
法
』、
元
老
院
編
『
各
国
憲
法
類
纂
』（
一
八

八
一
年
一
二
月
）、
元
老
院
編
『
各
国
憲
法
類
纂
』（
久
林
館
、
一
八

八
四
年
四
月
）
も
条
文
の
語
句
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。
訳
者
も
田
中

耕
造
、
校
閲
も
河
津
祐
之
が
担
当
し
て
い
る
。
な
お
引
用
は
国
立
国

会
図
書
館
所
蔵
本
（
請
求
記
号
：C211-51

）
に
よ
る
。
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131　一八四八年改正オランダ王国憲法と日本の皇統論

（
15
）�Les constitutions d’E

urope et d’A
m

erique�

（recueillies�
par�M

.�E.�Laferriere;�revues�par�M
.�A

.�Batbie,�Paris,�
Cotillon,�1（（（

）.

（
1（
）�
な
お
井
上
毅
『
王
国
建
国
法
』
所
収
の
プ
ロ
イ
セ
ン
、
ベ
ル

ギ
ー
両
国
憲
法
の
日
本
語
訳
は
、
こ
の
『
欧
米
憲
法
集
』
か
ら
の
重

訳
で
あ
る
。

（
17
）�

本
稿
で
は
国
立
国
語
研
究
所
所
蔵
の
十
冊
本
（
請
求
記
号
：

W
142/O

5（/1�

〜�10

）
を
用
い
た
。「w

ettig

」
の
項
目
は
第
十
冊

五
十
六
丁
裏
に
あ
る
。

（
1（
）�

阪
本
是
丸
「
明
治
以
降
神
社
祭
祀
制
度
」（『
神
社
本
庁
教
学
研

究
所
紀
要
』
一
、
一
九
九
六
年
）。
注（
1
）島
、
第
六
章
「「
万
世
一

系
の
天
皇
」
に
つ
い
て
」
な
ど
。

（
1（
）�

注（
1
）島
前
掲
書
の
ほ
か
に
、
藤
井
貞
文
「
欽
定
憲
法
第
一
条

成
立
の
沿
革
」（
國
學
院
大
學
紀
要
別
巻
『
国
体
論
纂
』、
一
九
六
三

年
）、
注（
1（
）阪
本
論
文
、
所
功
「「
万
世
一
系
の
天
皇
」
に
関
す
る

覚
書
」（『
産
大
法
学
』
三
九
─
三
・
四
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
も
参

考
に
な
る
。

（
20
）�

条
文
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。“1（,�W

anneer�de�K
oning�

zonder�nakom
elingschap�sterft,�en�er�geen�m

annelijk�oir�
uit�het�huis�van�O

ranje-N
assau�overig�is,�volgt�hem

�zijne�
naaste�bloedverw

ante,�m
its�van�den�K

oninklijken�H
uize�

zijnde,�op,�en�w
ordt�m

ede�bij�voor-overlijden,�door�hare�
afstam

m
elingen�gerepresenteerd.”

（
国
王
が
子
を
残
さ
ず
に

死
亡
し
、
オ
ラ
ニ
エ�=�

ナ
ッ
サ
ウ
家
に
男
性
の
子
孫
が
い
な
い
場

合
、
王
室
の
最
近
親
者
が
王
位
を
継
承
し
、
そ
の
者
が
死
亡
し
た
場

合
は
そ
の
子
孫
が
代
襲
す
る
。）

（
21
）�

『
政
典
』
で
の
訳
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
第
十
八
条　

国

王
子
な
く
し
て
死
去
し
オ
ラ
ニ
ィ
・
ナ
ス
サ
ウ
の
家
筋
に
男
子
無
之

時
は
王
家
の
連
枝
の
最
も
近
き
血
筋
に
伝
ふ
べ
し
。
是
亦
既
に
死
去

す
る
時
は
名
代
と
し
て
其
子
に
伝
ふ
べ
し
」（
五
丁
裏
）。

（
22
）�

小
林
宏
・
島
善
高
編
『
日
本
立
法
資
料
全
集
一
六�

明
治
皇
室

典
範
（
上
）』（
信
山
社
、
一
九
九
六
年
）
二
四
三
〜
二
四
九
頁
。

（
2（
）�

注（
1
）稲
田
『
明
治
憲
法
成
立
史
の
研
究
』
下
、
九
五
八
頁
。

（
24
）�

注（
22
）、
三
四
六
頁
、
三
五
四
頁
、
三
六
一
頁
。

（
25
）�

皇
室
の
養
子
、
猶
子
制
度
に
つ
い
て
は
、
所
功
「
皇
族
の
「
養

子
」
に
関
す
る
史
的
考
察
」（『
産
大
法
学
』
四
四
─
二
）
二
〇
一
〇

年
）
が
詳
し
い
。

（
2（
）�

小
林
宏
・
島
善
高
編
『
日
本
立
法
資
料
全
集
一
七�

明
治
皇
室

典
範
（
下
）』（
信
山
社
、
一
九
九
七
年
）
一
一
〇
五
頁
。

（
27
）�

典
範
条
文
か
ら
「
正
統
」
と
い
う
語
が
消
え
た
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
に
付
随
す
る
関
係
文
書
に
は
「
正
統
」
の
語
は
見
ら
れ
る
。
井

上
毅
稿
・
伊
藤
博
文
著
『
憲
法
義
解
』（『
帝
国
憲
法
皇
室
典
範
義

解
』、
国
家
学
会
よ
り
一
八
八
九
年
六
月
一
日
刊
行
）
で
は
、
第
一

条
、
第
一
六
条
の
典
範
の
注
釈
に
お
い
て
「
正
統
」
の
語
が
使
わ
れ

て
い
る
。
し
か
し
典
範
の
み
な
ら
ず
憲
法
の
条
文
、
告
文
、
発
布
勅

語
を
含
め
て
「
正
統
」
の
語
が
消
え
た
こ
と
の
意
味
は
重
大
で
あ
る
。
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本
稿
で
も
後
述
す
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
の
流
入
に
よ
っ
て
嫡
出

規
定
と
強
い
結
び
つ
き
が
生
ま
れ
た
「
正
統
」
の
語
の
使
用
は
表
向

き
は
避
け
た
い
意
図
が
井
上
ら
に
は
あ
っ
た
と
筆
者
は
推
測
す
る
。

（
2（
）�

『
憲
法
義
解
』（
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
九
年
）
一
九
九
〜
二
〇
〇

頁
。

（
2（
）�

シ
ュ
タ
イ
ン
と
近
代
日
本
に
つ
い
て
は
、
瀧
井
一
博
『
ド
イ
ツ

国
家
学
と
明
治
国
制
─
シ
ュ
タ
イ
ン
国
家
学
の
軌
跡
─
』（
ミ
ネ
ル

ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
九
年
）
が
詳
し
い
。

（
（0
）�

通
訳
と
筆
記
は
宮
内
省
御
用
掛
の
新
山
荘
輔
が
担
当
し
て
い
る
。

な
お
藤
波
言
忠
の
講
義
ノ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
上
野
隆
生
「
近
代
日

本
に
お
け
る
国
家
学
の
受
容
（
そ
の
一
）
─
藤
波
言
忠
に
よ
る
ロ
ー

レ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン
の
講
義
筆
記
─
」（『
環
境
情
報
研

究
』
六
、
一
九
九
八
年
）、
同
「
近
代
日
本
に
お
け
る
国
家
学
の
受

容
（
そ
の
二
）
─
藤
波
言
忠
に
よ
る
ロ
ー
レ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ

タ
イ
ン
の
講
義
筆
記
─
」（『
敬
愛
大
学
国
際
研
究
』
四
、
一
九
九
九

年
）
も
そ
の
内
容
を
紹
介
し
て
い
る
。

（
（1
）�

藤
波
言
忠
筆
記
「
澳
国
ス
タ
イ
ン
博
士
講
話
録
」
坤
（
堀
口
修

『
明
治
立
憲
君
主
制
と
シ
ュ
タ
イ
ン
講
義
─
天
皇
、
政
府
、
議
会
を

め
ぐ
る
論
議
─
』
慈
学
社
出
版
、
二
〇
〇
七
年
）
二
五
二
頁
。

（
（2
）�

同
前
、
二
五
三
頁
。

（
（（
）�

「
帝
位
ハ
皇
后
嫡
出
ノ
子
ヲ
以
テ
連
綿
継
承
セ
シ
ム
ヘ
キ
ハ
帝

位
相
続
法
ノ
根
本
ナ
リ
。
若
シ
御
側
女
官
ノ
出
ナ
ル
子
ヲ
シ
テ
之
ヲ

相
続
セ
シ
ム
ル
ヲ
得
ヘ
シ
ト
ス
レ
ハ
終
ニ
ハ
、
賤
民
ノ
子
孫
ヲ
以
テ

帝
統
ヲ
継
カ
シ
ム
ル
ニ
至
ラ
ン
。
仮
令
ハ
帝
王
公
爵
若
ク
ハ
伯
爵
ノ

娘
ヲ
御
側
女
官
ト
セ
ラ
ル
。
而
シ
テ
其
ノ
娘
ノ
母
モ
亦
正
妻
ニ
ア
ラ

ス
シ
テ
陋
巷
ノ
賤
婦
ナ
リ
ト
セ
ハ
、
匹
婦
ノ
子
孫
終
ニ
至
尊
ノ
帝
位

ヲ
継
ク
ニ
至
ラ
サ
ル
ヲ
保
ス
ヘ
カ
ラ
ス
。
今
日
ノ
人
民
ハ
或
ハ
黙
シ

テ
之
ヲ
問
ハ
サ
ル
ヘ
シ
。
然
レ
ト
モ
人
智
益
発
達
ス
レ
ハ
之
カ
為
メ

種
々
ナ
ル
困
難
ヲ
生
ス
ル
ヤ
必
セ
リ
。
夫
レ
帝
室
ハ
国
民
ノ
儀
表
ニ

シ
テ
、
億
兆
ノ
瞻
仰
ス
ル
所
ナ
リ
。
左
レ
ハ
上
ハ
帝
王
ヨ
リ
下
ハ
皇

族
ニ
属
ス
ル
家
族
ニ
至
ル
マ
テ
、
必
ラ
ス
一
妻
ノ
風
ヲ
守
リ
正
統
ノ

嫡
子
ヲ
以
テ
相
続
セ
シ
ム
ヘ
キ
ナ
リ
」（
同
前
、
三
三
六
頁
）。

（
（4
）�

「
万
国
公
法
ニ
於
テ
王
位
ヲ
相
続
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
認
定
ス
ル
ハ
、

唯
々
皇
后
ノ
嫡
出
子
ニ
止
マ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
「
プ
リ
ン
ス
」

ト
称
ス
。
而
シ
テ
万
国
ヲ
遊
歴
ス
ル
ニ
当
リ
、
各
国
ノ
皇
室
ハ
将
来

王
位
ヲ
相
続
ス
ヘ
キ
権
ア
ル
皇
子
ト
シ
テ
之
ヲ
優
遇
ス
。
随
ヒ
テ
万

国
ノ
皇
室
ト
親
密
ナ
ル
交
際
ヲ
結
フ
ヲ
得
ヘ
シ
。
若
シ
皇
后
ノ
嫡
出

子
ニ
ア
ラ
サ
ル
ニ
、
或
ハ
帝
王
ノ
兄
弟
又
ハ
叔
父
ナ
リ
ト
称
シ
「
プ

リ
ン
ス
」
ノ
称
ヲ
僭
ス
ル
モ
、
各
国
ノ
皇
室
能
ク
其
ノ
内
実
ヲ
知
ル

カ
故
ニ
、
陽
ニ
ハ
優
遇
ヲ
表
ス
ヘ
シ
ト
雖
モ
、
陰
ニ
ハ
決
シ
テ
親
密

ナ
ル
交
際
ヲ
結
フ
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ヘ
シ
。
是
レ
実
ニ
皇
室
ノ
威
厳
ヲ

損
ス
ル
モ
ノ
ト
云
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」（
同
前
、
二
五
五
頁
）。

（
（5
）�

注（
（1
）、
三
三
六
頁
。

（
（（
）�
齋
藤
公
太
『「
神
国
」
の
正
統
論
─
『
神
皇
正
統
記
』
受
容
の

近
世
・
近
代
─
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
九
年
）。

（
（7
）�
滝
澤
聡
子
の
詳
細
な
研
究
に
よ
れ
ば
、
一
五
〜
一
七
世
紀
の
フ
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ラ
ン
ス
貴
族
の
家
督
相
続
は
伝
統
的
な
男
系
嫡
長
継
承
主
義
に
基
づ

い
て
行
わ
れ
て
い
た
が
、
男
性
相
続
人
が
不
在
と
な
っ
た
場
合
に
、

女
性
相
続
人
が
財
産
の
継
承
と
維
持
に
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い

た
と
い
う
（「
近
世
フ
ラ
ン
ス
貴
族
の
女
性
相
続
人
─
貴
族
家
系
の

継
承
に
お
け
る
女
性
の
役
割
─
」
博
士
学
位
論
文〈
歴
史
学
〉、
関
西

学
院
大
学
、
甲
文
第
一
四
四
号
、
二
〇
一
四
年
）。

（
38
）	

注（
31
）、
二
五
二
頁
。

（
39
）	Com

m
entaries on the constitution of the em

pire of 
Japan

（
一
八
八
九
年
六
月
二
三
日
に
英
吉
利
法
律
学
校〈
現
・
中
央

大
学
〉発
行
）。

（
40
）	

注（
1
）島
、
一
〇
一
～
一
〇
三
頁
。
注（
1
）奥
平
、
二
七
八

～
二
七
九
頁
。

（
41
）	

た
だ
し
ロ
シ
ア
の
帝
位
継
承
法
は
準
サ
リ
カ
法
で
の
継
承
で
あ

る
。
井
上
は
男
系
男
子
、
長
系
優
先
の
条
文
の
み
を
準
拠
と
し
て
い

る
。

（
42
）	

注（
1
）小
林
、
第
四
章
「
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
井
上
毅
の
書
簡

に
つ
い
て
─
明
治
皇
室
典
範
成
立
の
一
齣
─
」。

（
43
）	

「
第
十
三
条　

王
位
は
前
生
の
権
あ
る
方
に
相
伝
あ
る
べ
し
。

故
に
国
王
の
長
男
を
第
一
と
し
、
若
し
長
男
卒
去
の
節
は
長
男
の
男

子
父
の
名
代
と
し
て
位
を
嗣
く
べ
し
」（
四
丁
裏
）。

（
44
）	

「
第
十
三
条　

王
位
ハ
大

パ
ル
シ
プ
レ
サ
ン
タ
ジ
オ
ン

宗
承
重
ノ
権
ニ
由
リ
テ
世
伝
ス
。

故
ニ
今
王
太
子
若
ク
ハ
其
男
統
ノ
裔
入
リ
テ
嗣
ク
」（
六
頁
）。
な

お
元
老
院
版
『
欧
洲
憲
法
』
で
は
「
パ
ル
シ
プ
レ
サ
ン
タ
ジ
オ
ン
」、

元
老
院
版
『
各
国
憲
法
類
纂
』
で
は
「
パ
ル
レ
、
プ
レ
ゼ
ン
タ
シ

ヨ
ン
」
と
ル
ビ
が
ふ
ら
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
フ
ラ
ン
ス
語
訳

「par	representation

」
を
音
訳
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
45
）	

滋
賀
秀
三
「「
承
重
」
に
つ
い
て
」（『
国
家
学
会
雑
誌
』
七
一

─
八
、
一
九
五
八
年
）。

（
46
）	

石
井
良
助
『
日
本
相
続
法
史
』（
創
文
社
、
一
九
八
〇
年
）

第
二
章
「
長
子
相
続
制
」。

＊
本
発
表
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費	JP20K

00109	

の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

	

（
中
央
大
学
教
授
）
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